
自動サービス機による信用販売に関する覚書（VISA・Master用） 

 

広島市立病院機構（以下「甲」という）と         （以下「乙」という）は、自

動サービス機による信用販売に関し、甲乙間で令和 年 月 日付で締結した「契約書」（以

下「原契約」という）に付帯して下記の通り覚書を交換する。 

 

記 

 

第１条（自動サービス機による信用販売） 

 自動サービス機による信用販売は、全件オンラインシステムを利用してリアルタイムでク

レジットカードの有効性確認・乙への信用販売の承認取得・売上票の作成・乙への売上デー

タの送信（以下総称して「オンライン処理等」という）を自動的に行う広島市民病院内及び

北部医療センター安佐市民病院内に設置された加盟店端末装置（以下「自動サービス機」と

いう）を使用し行うものとする。 

 

第２条（自動サービス機、情報処理センターの指定） 

１．甲は以下に定める自動サービス機及びオンライン処理等を行う際に利用するセンタ 

ー（以下「情報処理センター」という）を介して自動サービス機による信用販売を行 

うものとする。 

    ・広島市民病院 

自動サービス機 ：アルメックス社製 

     情報処理センター：GMOペイメントゲートウェイ 

    ・北部医療センター安佐市民病院 

     自動精算機   ：グローリー社製 

     情報処理センター：サービスコネクトセンター 

２．甲は前項に記載した自動サービス機、情報処理センターの変更等を行う場合、事前に乙へ 

  変更等の内容を通知し乙の承諾を得るものとする。 

 

第３条（無効カード） 

１．甲は原契約の定めに基づく無効カードの照会を、甲及び乙の認めた自動サービス機を使

用して自動的に行うものとする。 

２．乙は緊急を要する場合に甲に無効カードの追加を依頼することができ、甲は速やかに当

該カードの無効手続きを行うものとする。 

 

第４条（カード取扱い売上票の発行） 

  カード取扱い売上票には、会員番号、有効期限、カード会社名、利用明細、利用合計額、

利用年月日、支払い種別及び甲の社名（営業店名）を必ず明記するものとする。 

 



第５条（自動サービス機による信用販売の種類） 

 甲が、自動サービス機による信用販売で取扱うことができる代金は、広島市民病院及び北 

部医療センター安佐市民病院における患者の診療費及び文書料等とする。 

 

第６条（自動サービス機による信用販売の方法） 

１． 甲は自動サービス機による信用販売を行う場合、所定の方法により会員に暗証番号の入力を

求め、正しい暗証番号が入力されたことを確認のうえ、信用販売を行うものとする。 

２．乙より自動サービス機による信用販売への承認が得られない場合、甲は当該会員に対す

る自動サービス機による信用販売は行わず、原契約の定めに従い信用販売を行うものと

する。 

 

第７条（自動サービス機による信用販売の限度額） 

 甲が会員に対して行うことができる自動サービス機による信用販売の限度額は、１人１回 

税金、送料等を含み２００万円（以下）とする。この限度額を超える場合については、すべ 

て原契約の定めに従うものとする。 

 

第８条（立替払等） 

  甲から乙への立替払い請求は、原契約の定めに従うものとする。 

 

第９条（手数料） 

 自動サービス機による信用販売において甲が乙に支払う手数料は、原契約第１２条に定め

る手数料に従うものとする。 

 

第１０条（立替払金の返還等（買戻し）） 

 乙が甲に対し、原契約第１５条第１項各号に定める事由に追加して、本覚書並びに原契約 

に基づく立替払いを行った後、次に掲げる事項が生じた場合、乙は立替払金の返還を請求等 

できるものとする。 

（１）本覚書並びに原契約に違反して自動サービス機による信用販売を行った場合 

 （２） 乙、乙が加盟または提携する組織に加盟している日本国内及び日本国外の会社、ま

たは乙と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が発行するカードの利用に

関し、当該利用分につき会員が支払を拒絶、または支払に関し異議を述べた場合 

 

第１１条（売上票の作成及び作成条件） 

  甲が乙に提出する売上票の提出用データの作成条件又はデータ伝送方式については、甲、 

乙別途協議の上定めるものとする。 

 

第１２条（売上票の保管） 

１． 甲は自動サービス機による信用販売の売上票を、売上日から７年間保管するものとする。 

２． 甲は前項に定める売上票の閲覧または提出を乙から請求された場合、速やかにこれに応



じるものとする。 

 

第１３条（自動サービス機が使用不能の場合） 

  自動サービス機の故障及び回線の障害等により、信用販売の運用が不能となった場合に 

は、すべて原契約の定めに従い信用販売を行うものとする。 

 

第１４条（協議事項） 

１．本覚書に定めのない事項は、原契約の定めに従うものとする。但し、自動サービス機に

よる信用販売を行う上で必要な事項が生じた場合は、甲、乙別途協議の上これを定める

ものとする。 

２．不正使用の多発等異例事態が発生した場合には、信用販売の限度額等本覚書にて定める

運用条件・方法の見直しについて、速やかに甲、乙別途協議を行うものとする。 

 

第１５条（原契約並びに原契約に伴う覚書との関係） 

  本覚書の有効期限は１年間とする。但し、期間満了の３ヵ月前までに甲、乙いずれからも 

異議の申し出がない時は、更に１年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。 

  尚、原契約が終了した場合には、本覚書も同時に終了するものとする。 

 

 

本覚書の締結を証するために本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上各々１通を保有する。 

 

  令和  年    月    日 

 

 

    甲   広島市中区基町７番３３号 

      地方独立行政法人 広島市立病院機構 

      理事長 竹内 功 

     

     

    

乙      


